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表紙

事業報告の「新株予約権等の状況」、「業務の適正を確保するた

めの体制及び当該体制の運用状況の概要」、連結計算書類の「連

結注記表」、計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及

び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求を頂いた株主様

に対する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略して

おります。

第25回定時株主総会資料

（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく

　　書面交付請求による交付書面に記載しない事項）

（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

１. 事業報告の「新株予約権等の状況」

２. 事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」

３. 連結計算書類の「連結注記表」

４. 計算書類の「個別注記表」

アステリア株式会社
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新株予約権等の状況

第20回新株予約権

発行決議日 2022年10月14日

新株予約権の数 1,750個

新株予約権の目的となる株式の

種類と数

普通株式　　　　　　　175,000株

（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 2,117円

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額

新株予約権１個当たり83,000円

（１株当たり 830円）

権利行使期間
2025年７月１日から

2028年６月30日まで

行使の条件 （注）２

役 員 の

保 有 状 況

取 締 役

（ 社 外 取 締 役 を 除 く ）

新株予約権の数　　　　1,750個

目的となる株式数 　　175,000株

保有者数　　　　　　　 　２名

【新株予約権等の状況】

⑴ 当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

（注）１．社外取締役には新株予約権を付与しておりません。

　２．その他の本新株予約権の行使の条件

(１)　本新株予約権の付与を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、

本新株予約権を行使する時点において、当該本新株予約権者が当社又は当社

の子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要す

る。但し、定年退職により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由

があるものと認めた場合にはこの限りではない。

(２)　本新株予約権者が2025年7月1日から2028年6月30日までに死亡した場合、

その相続人は本新株予約権を行使することができない。

(３)　本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合に

は、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の①、③、⑨の場

合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成し

た場合にはこの限りではない。

　①　禁錮刑以上の刑に処せられた場合

　②　当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当

該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社

と競業した場合（但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除
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く。）

　③　法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合

　④　差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は

公租公課の滞納処分を受けた場合

　⑤　支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手

形若しくは小切手が不渡りになった場合

　⑥　破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申

立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合

　⑦　就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合

　⑧　役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合

　⑨　反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年

以内にこれらに該当した疑いのある場合

 (４)　本新株予約権者は、当社決算書上の連結損益計算書における売上高が以

下各号に定める基準を満たす場合に限り、各新株予約権者に割り当てられ

た本新株予約権の個数に対して以下各号に定める割合（以下、「行使可能

割合」という。）を乗じた個数（１個未満の端数が生じる場合、これを切

り捨てた数とする。）を限度として、本新株予約権を行使することができ

る。ただし、参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途

参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

(ア)2024年3月期の売上高が4,050百万円を超過した場合

行使可能割合 2分の1

(イ)2024年3月期の売上高が4,500百万円を超過した場合

行使可能割合 2分の2

⑵ 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し、交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

⑶ その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

【業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要】

Ⅰ.業務の適正を確保するための体制

　当社が、会社法第362条第５項に基づき、業務の適正を確保するために必要な体制（以下

「内部統制システム」という）として､取締役会で決議した事項は次のとおりであります。

なお、本決議事項は、経営環境の変化等に対応して、定期的かつ継続的に見直しを実施し

ております。

⑴ 基本方針策定に当たっての考え方

　当社は、「発想と挑戦」、「世界的視野」、「幸せの連鎖」という３つの経営理念を基

に、世界中に価値を提供する企業となるべく挑戦を続けております。当社は、この経営理

念の下、企業価値の向上に向けて、業務執行の透明性、公正性及び効率性を確保し、コー

ポレート・ガバナンスを充実させ、実効性のある内部統制システムを整備するため、次の

とおり基本方針を定めるものとします。

⑵ 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①コンプライアンス体制に係る規程を整備し、取締役・使用人が法令・定款及び社会規範

を遵守した行動をとるための行動規範とします。

また、その徹底を図るため、コンプライアンスの教育等を行い、内部統制部門がコンプラ

イアンスの状況を監査します。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告する

ものとします。

②当社は、社外取締役の招聘により、取締役会の経営監視機能を強化し、経営の透明性と

公正性の確保を図っております。

③当社取締役会の諮問機関としてアドバイザリーボードを設置し、社外有識者から様々な

助言・提言を頂き、それらを当社グループの経営全般に役立てております。

④当社取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しています。同委員会は4名

で構成され、内３名が社外取締役及び社外監査役役員であり、且つ議長も社外取締役とし

て委員会の独立性を担保しています。

⑤当社における法令違反行為の通報に関する規程を定め、社内外に通報窓口を設置してお

ります。

また、通報を行ったことを理由として、通報者に不利益な取り扱いは行わないものとしま

す。

⑥反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係を持たないものとし、反社会的勢力から

の不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をすることとしております。

－ 3 －



2023/05/26 16:59:25 / 22945053_アステリア株式会社_招集通知

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

⑶ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役会その他の重要な会議の議事録、取締役の職務執行に係る文書等の記録について

は、法令及び社内規程に基づいて保存し管理しております。

⑷ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①事業活動に伴う各種のリスクについては、それぞれの主管部門において対応するととも

に、必要に応じて全社的な意思決定機関で審議しております。主管部門は、事業に関連

する他の部門を交えて適切な対策を講じ、リスク管理の有効性向上を図るものとしま

す。

②新たに生じた重要なリスクについては、適時に取締役会を開催し、すみやかに対応責任

者を定めるものとします。

③内部統制部門は、組織横断的なリスクの状況把握、監視を行い、定期的に代表取締役に

対してリスク管理に関する事項を報告するものとしております。

⑸ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会の運営に関する規程を定め、原則として毎月開催する他、必要に応じて機動的

に開催することとしております。

②取締役会の決議により、一定分野の業務執行を担当する執行役員を選任しております。

執行役員は、取締役会で決定した当社の方針及び取締役社長の指示の下に業務を執行し

ます。

③取締役会は、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程等に基づいて各担当取締役の担当

を明確化するとともに、事業計画において取締役、使用人が共有する目標を定め、この

浸透を図るとともに目標達成のために各部門の具体的目標及び効率的な目標達成の方法

を定めております。

また、取締役会は、目標の達成程度の評価を通じて、執行状況を監督することとしてお

ります。

④業務執行に関する意思統一を図るため、グループ経営委員会及び経営会議をおき、各々

原則として毎月１回開催することとしております。

⑤ITの適切な利用を通じて経営の効率化とリスク管理の両立を図っております。

⑹ 財務報告の信頼性を確保するための体制

①適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理規程等を定め、財

務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図っております。

②財務報告に係る業務プロセスは、各部門による整備・運用状況の自己点検により、適切
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な内部統制の維持を図っております。

⑺ 企業集団における業務の適正を確保するための体制

①グループ各社の事業に関して責任者を任命し、任命された責任者は、それぞれの職務分

担に従い、法令順守体制、リスク管理体制を構築し、グループ会社の経営管理を実施し

ます。

②取締役、執行役員及び使用人の子会社における意思決定機関への参加を通じ、子会社に

おいて適切な内部統制システムの構築を図っております。

③子会社の管理は、子会社の自主性を尊重しつつ、アステリアグループ全体のガバナンス

強化の観点から連結経営を重視した経営を行っております。子会社の経営上の重要な事

項については、アステリア取締役会への付議事項としております。また、経営内容を把

握するため定期的な報告を求めています。

④グループ各社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らして適切なも

のとします。

⑻　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

①内部統制部門所属の使用人が監査役の職務を補助するとともに、監査役の求めにより、

監査役の職務を補助する使用人として適切な人材を配置することとしております。

②監査役に必要な命令を受けた使用人は、その命令を誠実に履行するものとし、取締役そ

の他の指揮命令を受けないものとしております。

③監査役の職務を補助する使用人の人事異動については、監査役会の意見を尊重し決定す

るものとします。

⑼　当社及び当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査

役への報告に関する体制

①当社及び当社グループの取締役、執行役員及び使用人は、当社及び当社グループにおけ

る重大な法令・定款違反、不正行為、当社及び当社グループに著しい損害を及ぼすおそ

れのある事実があることを発見した場合は、直ちに監査役に報告することとしておりま

す。

②監査役への報告は、誠実に漏れなく行うことを基本とし、定期的な報告に加えて必要な

都度遅滞なく行うこととしております。

③当社及び当社グループの取締役、執行役員、使用人及び業務を執行する者は、監査役が

業務執行に関する事項の報告を求めた時には、これに協力するものとします。
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④監査役に報告を行ったことを理由として、報告者に不利益な取り扱いは行わないものと

します。

⑤監査役は、内部監査担当及び会計監査人と定期的に情報交換を実施するほか、監査役会

に取締役の出席を求め、取締役の業務執行状況について報告を受けております。

⑽ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合をもち、取締役は、

監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士等の

外部専門家との連携を図れる環境の整備をすることとしております。

②監査役は、取締役会に加えて経営会議等の重要な会議にも出席し、適宜意見を述べるこ

ととしております。

③監査役が、その職務の執行について費用の前払等を請求した場合は、会社は、監査役の

職務の執行に必要でないと認められるときを除き、これを拒否しないこととしておりま

す。

Ⅱ.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概況

　　当社は、毎年、内部統制システムの整備に関する基本方針について関連法令の改定や

内外環境の変化等を踏まえて、必要な見直しを実施しております。また、当社は、その

基本方針に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。

⑴ 取締役の職務執行について

　当社は取締役会を毎月開催し、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行

の適正性及び効率性を高めるために、社外取締役も含めた全役員が取締役会に出席して

おります。また、取締役会の他、経営会議及びグループ経営委員会を開催し、業務執行

に関する重要事項を協議し、当社及びグループ会社の業務執行の監督を行いました。

⑵ 監査役の職務執行について

　当社は監査役会を毎月開催するとともに、取締役会や経営会議等の重要な会議への出

席、代表取締役、会計監査人及び内部監査部門担当との定期的な情報交換等を通じ、取

締役の業務執行、内部統制の整備並びに運用状況を監査しております。

⑶ リスクに対する取組の状況

　当社は、定期的にリスクマネジメント委員会を開催し、経営に重大な影響を及ぼすリス

クを識別し、その対応を検討するとともに、リスクに関する情報共有及び管理を徹底し

ております。内部監査については、内部監査担当が内部監査計画に基づき、業務執行の

適正性や法令等の適合状況についての内部監査を実施しております。
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【連結注記表】

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１. 連結計算書類の作成基準

連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項に基づき国際会計基準（以下、「IFRS」とい

う。）に準拠して作成しております。なお、本連結計算書類は同項後段の規定により、IFRS

で要請されている記載および開示項目を省略しております。

２. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ９社

・連結子会社の名称 思塔（杭州）信息科技有限公司

Asteria Vision Fund Inc.

Asteria Vision Fund Ⅰ,L.P.

思塔（上海）貿易有限公司

Asteria Technology Pte. Ltd.

This Place Limited

This Place Inc.

This Place HK Ltd.

アステリアArtificial Recognition Technology合同

会社

(2) 連結の範囲の変更はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

決算日が異なる連結子会社の財務諸表は、連結決算日

現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用してい

ます。

３. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の状況

・持分法を適用した関連会社の社数 ２社

・会社等の名称 株式会社リアライズ

ウタゴエ株式会社

(2) 持分法の適用の範囲の変更はありません。

(3) 持分法の適用の手続きについて特に記載すべき事項

持分法適用会社のうち、決算日が異なる関連会社の財

務諸表は、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しています。

４. 会計方針に関する事項

(1) 金融商品

①非デリバティブ金融資産

　当社グループは、営業債権及びその他の債権を、これらの発生日に当初認識してお

ります。その他の全ての金融資産は、当社グループが当該金融商品の契約当事者とな

った取引日に当初認識しております。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産以

外の金融資産は、公正価値に取引コストを加算した金額で当初測定しております。

　非デリバティブ金融資産の分類及び測定モデルの概要は以下のとおりであります。

（ⅰ）償却原価で測定する金融資産
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　金融資産は、以下の要件を満たす場合に、償却原価で測定する金融資産に

分類しております。

・当社グループの事業モデルにおいて、当該金融資産の契約上のキャッシ

ュ・フローを回収することを目的として保有している場合

・契約条件が、特定された日に元本及び元本残高にかかる利息の支払いのみ

によるキャッシュ・フローを生じさせる場合

　当初認識後、償却原価で測定する金融資産の帳簿価額については実効金利

法を用いて算定しております。

（ⅱ）その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

　公正価値で測定される金融資産のうち、当初認識時に事後の公正価値の変

動をその他の包括利益に表示するという取消不能な選択をした資本性金融資

産については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産に

分類しております。

　当初認識後は公正価値で測定し、公正価値の変動は、その他の包括利益で

認識しております。なお、当該金融資産からの配当金については、明らかに

投資原価の一部回収である場合を除き純損益で認識しております。

（ⅲ）純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

　(ⅰ)(ⅱ)の区分に分類しない金融資産については、公正価値で測定し、そ

の変動を純損益で認識しております。当該金融資産については、当初認識時

は公正価値で認識し、取引費用は発生時に純損益で認識しております。

（ⅳ）金融資産の認識の中止

　当社グループは、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上

の権利が失効した場合、又は、当該金融資産の所有にかかるリスク及び便益

を実質的に全て移転する取引において、金融資産から生じるキャッシュ・フ

ローを受け取る契約上の権利を移転する場合に、当該金融資産の認識を中止

しております。移転した金融資産に関して当社グループが創出した、又は当

社グループが引き続き保有する持分については、別個の資産・負債として認

識しております。

（ⅴ）金融資産の減損

　当社グループは、償却原価で測定される金融資産の減損の認識にあたっ

て、期末日ごとに対象となる金融資産又は金融資産グループに当初認識時点

からの信用リスクの著しい増加があるかどうかに基づいております。具体的

には、当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合には、12ヶ

月の予想信用損失を貸倒引当金として認識しております。一方、当初認識時

点から信用リスクの著しい増加があった場合には、残存期間にわたる予想信

用損失を貸倒引当金として認識しております。信用リスクが著しく増加して

いるか否かは、デフォルトリスクの変化に基づいて判断しております。

　当社グループの通常の取引より生じる営業債権については、回収までの期

間が短いため、簡便的に過去の信用損失に基づいて、当初から残存期間にわ

たる予想信用損失を認識しております。

　また、予想信用損失は、契約上受け取ることのできる金額と受取が見込ま

れる金額との差額の割引現在価値に基づいて測定しております。

②非デリバティブ金融負債

　当社グループは、営業債務及びその他の債務を、これらの発生日に当初認識してお
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ります。その他の全ての金融負債は、当社グループが当該金融商品の契約当事者とな

った取引日に当初認識しております。

　金融負債について、原則として償却原価で測定する金融負債に分類しております

が、この分類は、当初認識時に決定しております。

　また、公正価値から直接起因する取引費用を控除した金額で測定しており、当初認

識後は実効金利法による償却原価で測定しております。

　なお、当社グループは、金融負債が消滅したとき、すなわち、契約中に特定された

債務が免責、取消し、又は失効となった時に、金融負債の認識を中止いたします。

③金融資産及び金融負債の表示

　金融資産及び金融負債は、当社グループが残高を相殺する法的権利を有し、かつ純

額で決済するか又は資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合にのみ、

連結財政状態計算書上で相殺し、純額で表示しています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

　棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しておりま

す。正味実現可能価額は、通常の事業過程における見積売価から、完成までに要する

見積原価及び見積販売費用を控除した額であります。取得原価は、主として月次総平

均法に基づいて算定しております。

(3) 有形固定資産及び無形資産の減価償却又は償却の方法

①有形固定資産

　有形固定資産については、原価モデルを採用し取得原価から減価償却累計額及び減

損損失累計額を控除した額で測定しております。

　取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去に関する費用が含まれ

ております。

　建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額

法で計上されています。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりでありま

す。

・建物及び構築物　　　５－18年

・工具器具及び備品　　２－15年

　なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変

更があった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

②無形資産

（ⅰ）のれん

　子会社の取得により生じたのれんは、無形資産に計上しております。

当社グループはのれんを、移転された対価（条件付対価含む）、被取得企業

の非支配持分の金額、及び取得企業が以前に所有していた被取得企業の資本

持分の公正価値の金額が、取得日における識別可能資産及び負債の正味価格

を上回る場合にその超過額として測定しております。

　のれんの償却は行わず、毎期一定の時期又は減損の兆候が存在する場合に

は随時に減損テストを実施しております。

　のれんの減損損失は連結損益計算書において認識され、その後の戻入れは

行っておりません。

　また、のれんは連結財政状態計算書において、取得原価から減損損失累計

額を控除した帳簿価額で計上されます。

（ⅱ）ソフトウェア
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　新規の科学的又は技術的な知識及び理解を得る目的で実施される研究活動

に関する支出は、発生時に費用として認識しています。開発活動には、新規

の又は大幅に改良された製品又は工程を生み出すための計画又は設計が含ま

れています。開発活動による支出については、信頼性をもって測定可能であ

り、製品又は工程が技術的及び商業的に実現可能であり、将来経済的便益を

得られる可能性が高く、当社グループが開発を完成させ、当該資産を使用又

は販売する意図及びそのための十分な資源を有している場合にのみ、自己創

設無形資産として資産計上しております。資産化される費用には、材料費、

直接労務費、資産の意図した使用のための準備に直接関連する間接費用が含

まれています。その他の開発費用は、発生時に費用として計上しています。

資産計上した開発費用は、取得価額から償却累計額及び減損損失累計額を控

除して測定しております。

（ⅲ）その他の無形資産

　当社グループが個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定

し、認識後の測定については原価モデルを採用しております。

　のれん以外の無形資産は、当初認識後、耐用年数を確定できない無形資産

を除いて、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却され、取得原価

から償却累計額及び減損損失累計額を控除して測定しております。

（ⅳ）償却

　ソフトウェアやその他の無形資産のうち、耐用年数を確定できるものは、

資産の将来の経済的便益が消費されると予測されるパターンを耐用年数に反

映し、当該資産が使用可能な状態になった日からその耐用年数にわたり、原

則として定額法にて償却しております。

　見積耐用年数は以下の通りであります。

・ソフトウェア　　３－５年

・その他　　　　　　　10年

　なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各年度末に見直しを行

い、変更があった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用

しております。

(4) リース（借手側）

　当社グループは、契約時に当該契約にリースが含まれているか否かを判断しておりま

す。リース取引におけるリース負債は、リース開始日におけるリース料総額の未決済分

を借手の追加借入利子率で割り引いた現在価値で測定しております。使用権資産につい

ては、リース負債の当初測定額から当初直接コスト、リース・インセンティブ等を調整

し、契約に基づき要求される原状回復義務等のコストを加えた額で測定し、リース期間

にわたり定額法により減価償却を行っております。

　なお、リース期間が12か月以内の短期リース及び原資産が少額であるリースについて

は、使用権資産及びリース負債を認識しないことを選択しております。これらのリース

に係るリース料は、リース期間にわたり定額法により費用として認識しております。

　当社グループは、連結財政状態計算書において、使用権資産を「有形固定資産」に、

リース負債を「その他の金融負債」に含めて表示しております。
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(5) 非金融資産の減損

　棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社の非金融資産の帳簿価額は、期末日ごとに減損

の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能

価額を見積っております。耐用年数を確定できない、又は未だ使用可能ではない無形資

産については、回収可能価額を毎年同じ時期に見積っております。

　資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と売却費用控除後の公正価値のう

ちいずれか大きい方の金額としております。使用価値の算定において、見積将来キャッ

シュ・フローは、貨幣の時間的価値及び当該資産に固有のリスクを反映した税引前割引

率を用いて現在価値に割り引いております。減損テストにおいて個別にテストされない

資産は、継続的な使用により他の資産又は資産グループのキャッシュ・インフローか

ら、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成する 小の資金生成単位に統合してお

ります。のれんの減損テストを行う際には、のれんが配分される資金生成単位を、のれ

んが関連する 小の単位を反映して減損がテストされるように統合しております。企業

結合により取得したのれんは、結合のシナジーが得られると期待される資金生成単位に

配分しております。

　当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成いたしません。

全社資産に減損の兆候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を

決定しております。

　減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過する場合に

純損益として認識いたします。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその

単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に資金生成単位内の資

産の帳簿価額を比例的に減額いたします。

　のれんに関連する減損損失は戻し入れいたしません。その他の資産については、過去

に認識した減損損失は、毎期末日において損失の減少又は消滅を示す兆候の有無を評価

しております。回収可能価額の決定に使用した見積りが変化した場合は、減損損失を戻

し入れます。減損損失は、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償

却費及び償却額を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限として戻し入れます。

(6) 重要な引当金の計上基準

　引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的又は推定的債務を

負っており、当該債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該

債務の金額について信頼性のある見積りができる場合に認識しております。引当金は、

見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値及び当該負債に特有のリスクを反映し

た税引前の利率を用いて現在価値に割り引いております。時の経過に伴う割引額の割戻

しは金融費用として認識しております。

(7) 従業員給付

　短期従業員給付は、割引計算をせず、従業員が関連する役務を提供する期間にわたり

費用として認識しております。賞与及び有給休暇費用については、それらを支払う法的

もしくは推定的な債務を負っており、信頼性のある見積りが可能な場合に、それらの制

度に基づいて支払われると見積られる額を負債として認識しております。
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(8) 収益計上の基準

　当社グループでは、顧客との契約について、以下の５ステップアプローチを適用する

ことにより収益を認識しております。（IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当

収益を除く。）

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。

ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。

　当社グループは、企業情報システム、クラウドサービス、ハードウェア機器などを

「つなぐ」ためのソフトウェアを開発・販売及び顧客企業のブランディング戦略のコン

サルティング、ウェブやモバイルアプリのデザインに関するコンサルティング、開発支

援を主な事業としております。

　ライセンス売上については、ライセンスの供与時点において、顧客が当該ライセンス

に対する支配を獲得することで当社グループの履行義務が充足されると判断した場合、

当該時点で収益を認識しています。サポート売上については、ソフトウェアに関するサ

ポートやアップデートといった役務が提供される一定期間にわたり履行義務を充足し収

益を認識しております。サービス売上のうちネットサービスは、インターネットを介し

た製品の使用という役務が提供される一定期間にわたり履行義務を充足し収益を認識し

ております。また、顧客企業のブランディング戦略のコンサルティング、ウェブやモバ

イルアプリのデザインに関するコンサルティング、開発支援等は、顧客の検収が確認で

きたものについて履行義務が充足されたと判断し、当該時点で収益を認識しておりま

す。

(9) 外貨の換算基準

①外貨建取引

　外貨建取引は、取引日の為替レートで当社グループの各社の機能通貨に換算してお

ります。

　期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換

算しております。

　公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及び負債は、当該公正価値の算定日にお

ける為替レートで機能通貨に換算しております。

　換算又は決済により生じる換算差額は、損益として認識しております。ただし、発

生する損益がその他の包括利益で認識される資産及び負債については、その他の包括

利益として認識しております。

②在外営業活動体の財務諸表

　在外営業活動体の資産及び負債については期末日の為替レート、収益及び費用につ

いてはその期間中の為替レートが著しく変動しない限り、平均為替レートを用いて日

本円に換算しております。在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる換算差額は、

その他の包括利益として認識しております。在外営業活動体の換算差額は、在外営業

活動体が処分された期間に損益として認識されます。
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(10) 会計上の見積りに関する注記

①のれんの減損

当連結会計年度において、非上場の子会社であるThis Place Limited社（以下、TP

社）に関するのれんについて、減損損失を449,860千円計上しております。その結

果、当連結会計年度末におけるのれんの残高はありません。

のれんを配分した資金生成単位の回収可能価額は使用価値に基づいており、使用価

値は、将来キャッシュ・フローの見積額を現在価値に割り引いて算定しております。

将来キャッシュ・フローの見積額は、経営者が承認したTP社の事業計画を基礎とし、

事業計画後の期間のキャッシュ・フローについては永久成長率を0%としております。

英国に本社を置くTP社の主要な事業内容は、ソフトウェア事業に関するデザインサ

ービス事業であり、事業計画における主要な仮定は、既存顧客からの継続受注と、新

規顧客の獲得や受注見通しであり、割引計算に使用した割引率は、資金生成単位の加

重平均資本コストを基礎に算定しております。

②金融商品の公正価値の測定

当社グループが保有する公正価値で測定する金融資産及び金融負債が、活発な市場

における公表価格によって測定できない場合には、当該資産又は負債について直接に

又は間接に観察可能な前述の公表価格以外のインプットを使用して算定された公正価

値、もしくは観察不能なインプットを含む評価技法によって算定された公正価値を用

いて評価しております。

特に、観察不能なインプットを含む評価技法によって算定される公正価値は、適切

な基礎率、仮定及び採用する計算モデルの選択など、当社グループの経営者による判

断や仮定を前提としております。

これらの見積り及び仮定は、前提とした状況の変化等により、金融商品の公正価値

の算定に重要な影響を及ぼす可能性があるため、当社グループでは、当該見積りは重

要なものであると判断しております。
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その他の費用 2,508,523千円

有形固定資産の減価償却累計額 67,197千円

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 17,491,265株 －株 －株 17,491,265株

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 699,092株 －株 3,150株 695,942株

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当た
り配当額

基 準 日 効力発生日

2 0 2 2 年 ５ 月 1 2 日

取 締 役 会
普通株式 利益剰余金 75,633千円 4.50円 2022年３月31日 2022年６月10日

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当た
り配当額

基 準 日 効力発生日

2 0 2 3 年 ５ 月 1 5 日

取 締 役 会
普通株式 利益剰余金 75,633千円 4.50円 2023年３月31日 2023年６月９日

５. 連結損益計算書に関する注記

　　（注）上記は、主にGorilla社の株式の評価損（2,112,871千円）が含まれております。

６. 連結財政状態計算書に関する注記

７. 連結持分変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数　普通株式　17,491,265株

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注) 当連結会計年度における自己株式数の主な減少の内容は、ESOP信託制度に基づく株式の

退職者の戻し入れになります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの

(4) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないもの

を除く。）の目的となる株式の種類及び数

　普通株式　　　426株
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８. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、持続的な成長を通じて、企業価値を 大化することを目指して資本管

理をしております。

　当社が資本管理において用いる主な財務指標は自己資本比率であります。当該財務指標

のモニタリングについては、マネジメントが定期的に行っております。なお、当社グルー

プが適用を受ける重要な資本規制はありません。

①財務上のリスク管理

　当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク（信用リスク・流動性

リスク・為替リスク・金利リスク・市場価格の変動リスク）に晒されており、当該財務上

のリスクを軽減するために、リスク管理を行っております。

②信用リスク管理

　信用リスクは、顧客が契約上の債務に関して債務不履行になり、当社グループに財務上

の損失を発生させるリスクであります。

　当社グループは、与信管理規程等に基づいて、取引先に対して与信限度額を設定し、管

理しております。

　なお、当社グループは、単独の相手先又はその相手先が所属するグループについて、過

度に集中した信用リスクを有しておりません。

　また、報告期間の末日現在で期日が経過している金融資産はありません。

　連結計算書類に表示されている金融資産の減損後の帳簿価額は、当社グループの金融資

産の信用リスクに対するエクスポージャーの 大値であります。

③流動性リスク管理

　流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあた

り、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。

　当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信

用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動

性リスクを管理しております。

④為替リスク管理

　為替リスクは、当社グループの機能通貨以外の通貨による取引から生じます。当社グル

ープは、グローバル事業展開をしているため、機能通貨以外の通貨建ての取引について為

替リスクに晒されております。毎月通貨別の為替差損益を把握することで、為替変動が損

益計画に与える影響を勘案しております。

⑤金利リスク管理

　当社グループは、必要に応じて有利子負債による資金調達を実施しております。特に金

利の変動は借入コストに大きく影響いたします。金利変動リスクを軽減するために、金利

市場をモニタリングしております。

⑥金融商品の市場価格の変動リスク管理

　当社グループは、資本性金融商品を保有しているため市場価格の変動リスクに晒されて

おります。

　当社グループは、短期トレーディング目的の資本性金融商品は保有しておらず、

Asteria Vision Fund Ⅰ,L.P.を通じた投資事業の一環として保有するほか、ビジネス戦

略を円滑に遂行するために保有しております。また、資本性金融商品については、定期的

に市場価格や発行体の財務状況等を把握し、定期的に取締役会に報告しております。
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レベル１ レベル２ レベル３ 合計

資産：

純損益を通じて公正価

値で測定する金融資産

　その他の金融資産 4,537,964 － 837,566 5,375,529

その他の包括利益を通

じて公正価値で測定す

る金融資産

　その他の金融資産 408,524 － 885,606 1,294,130

合　　計 4,946,488 － 1,723,172 6,669,660

負債：

純損益を通じて公正価

値で測定する金融負債

　その他の金融負債 － － － －

合　　計 － － － －

(2) 金融商品の公正価値等に関する事項

　2023年３月31日における帳簿価額及び公正価値については、公正価値と一致又は合理的

に近似しているため、金融商品のクラスごとの帳簿価額と公正価値の比較表は省略してお

ります。

　公正価値で測定される金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性及び重

要性に応じた公正価値測定額を、レベル１からレベル３まで分類しております。

　　レベル１：活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格に使用して算出された

　　　　　　　公正価値

　　レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された

　　　　　　　公正価値

　　レベル３：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値

　当社及び子会社の経常的な公正価値の評価手法は次のとおりです。

　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及びその他の包括利益を通じて公正価値で

測定する金融資産は、上場株式及び非上場株式により構成されております。上場株式は、

取引所における相場価格を公正価値に使用しておりレベル１に分類しております。上場株

式のうち一部の株式はエスクローされており、将来的に業績等の条件により権利が確定す

る株式数を見積ったうえで公正価値を測定し、レベル２に分類しております。なお、モン

テカルロシミュレーション等に基づき評価した結果、公正価値を０円としております。

　非上場株式は、当該投資先の将来の収益性の見通し及び対象銘柄における純資産価額、

当該投資先が保有する主要資産の定量的情報等の外部より観察不能なインプット情報を総

合的に考慮し、公正価値を測定したうえで、レベル３に分類しております。

　当社及び子会社は公正価値測定の対象となる資産及び負債の性質及び特徴並びにリスク

を も適切に反映できる評価技法及びインプット情報を用いて公正価値を測定しておりま

す。

　当社グループは、各ヒエラルキー間の振替を振替の原因となった事象又は状況変化が発

生した日に認識しております。

　公正価値の測定に使用される公正価値の階層のレベルは、公正価値の測定の重要なイン

プットのうち、 も低いレベルにより決定しております。

（単位：千円）
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ライセンス売上高 836,475千円

サポート売上高 1,164,979千円

サービス売上高 1,376,658千円

合　計 3,378,113千円

契約負債 588,821千円

(1) １株当たり親会社所有者帰属持分 424円74銭

(2) 基本的１株当たり当期損失 △100円20銭

９. 収益認識に関する注記

(1)売上収益の内訳は以下のとおりであります。

　ライセンス売上については、ソフトウェア販売であり、ソフトウェアの引渡時点におい

て顧客が当該ソフトウェアに対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判

断しており、当該ソフトウェアの引渡時点で収益を認識しております。

　サポート売上については、ソフトウェアに関するサポートやアップデートといった役務

が提供される一定期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しております。

　サービス売上のうちネットサービスは、インターネットを介した製品の使用という役務

が提供される一定期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しております。また、顧客企

業のブランディング戦略のコンサルティング、ウェブやモバイルアプリのデザインに関す

るコンサルティング、開発支援等は、一定期間にわたり提供されるサービスであり、履行

義務の充足に応じて収益を認識しております。進捗度の測定は、発生したコストに基づき

行っております。また、収益は顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベ

ートなどを控除した金額で測定しております。また、取引の対価は、履行義務を充足して

から主として１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。また、そ

の他の源泉から生じる収益はありません。

(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は「連結注記表　４．会計方針に関する事項　

(8)収益計上の基準」に記載の通りであります。

(3)契約残高

（注）契約負債は、契約に基づく履行に先立って受領した対価に関連するものであり、当

社グループが契約に基づき履行した時点で収益に振り替えられます。連結財政状態計算書

において、その他の流動負債に含めております。

　期首における契約負債のうち収益に認識した金額は、当連結会計年度において、

516,520千円であります。過去の期間に充足又は部分的に充足した履行義務について、売

上収益に認識した金額は、当連結会計年度において発生しておりません。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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①子会社株式、子会社出資金及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

②満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

【個別注記表】

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

③その他有価証券

・市場価格のない株式等　　　　　時価法

　以外のもの （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建　　　  物　　　　　　８－18年

工具器具備品　　　　　　２－15年

②無形固定資産

・市場販売目的のソフトウェア 見込販売可能期間（３年以内）における見込販売収益

に基づく償却額と見込販売可能期間に基づく定額償却

額のいずれか大きい額により償却しております。

・自社利用目的のソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

・その他の無形固定資産 定額法を採用しております。

(3) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

(4) 引当金の計上基準

　・貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

　・賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のう

ち事業年度に負担すべき額を計上しております。
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(5) 収益及び費用の計上基準

　約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受

け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。なお、主要な事業における主な履行義

務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「連結注記表４．会計方針に関する事

項　(8)収益計上の基準」に記載のとおりであります。

(6) 会計方針の変更に関する注記

　　（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17

日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算

定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指

針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年

度の計算書類に与える影響はありません。

(7) 会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事

業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

関係会社株式　982,455千円

　当社は、重要な会計方針１.(1)に記載しているとおり、子会社株式、子会社出資金及び関

連会社株式（以下、総称して「関係会社株式」という。）を原価法によって評価しておりま

すが、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、回復可能性が十

分な証拠によって裏付けられる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失とし

て処理しております。ただし、関係会社株式の実質価額の算定にあたっては、将来の事業計

画に基づく超過収益力等を反映させておりますので、超過収益力等の見積りには、将来の不

確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があります。特に、This Place 

Limited社（以下、TP社）の株式は、当該会社の超過収益力等を反映して、財務諸表から得

られる１株当たり純資産額に比べて相当高い価額で取得しており、超過収益力等が減少した

ときには実質価額が大幅に低下する可能性があります。そのため、将来の事業計画など見積

りの前提条件に変化があった場合は、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があ

ります。

　なお、当事業年度において、TP社の事業計画を見直した結果、当該会社の超過収益力が低

下し、実質価額が著しく低下したため、関係会社株式評価損1,021,817千円を特別損失に計

上しております。その結果TP社の関係会社株式の帳簿価額は345,614千円になっておりま

す。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 27,517千円

① 短期金銭債権 412,295千円

② 長期金銭債権 2,774,252千円

③ 短期金銭債務 29,282千円

売上高 74,181千円

仕入高等

販売費及び一般管理費

324,200千円

138,871千円

営業取引以外の取引高 40,739千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 17,491,265株 －株 －株 17,491,265株

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 683,921株 －株 －株 683,921株

２. 貸借対照表に関する注記

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

３. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

４. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数　普通株式　17,491,265株

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項
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繰延税金資産

未払事業税 6,766千円

たな卸資産 386

未払賞与 2,255

減価償却費 3,261

関係会社株式評価損 673,386

投資有価証券評価損 88,625

賞与引当金 1,499

株式報酬 7,312

その他 8,924

　　　　　計 792,413

評価性引当額 △775,661

繰延税金資産合計 16,752

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △21,332

繰延税金負債合計 △21,332

繰延税金負債の純額 △4,580

５. 税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類
会社等の名

称

議決権等の所
有（被所有）
割 合

関連当事者との関係 取引内容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

子 会 社
Asteria
Vision 
Fund Inc.

直接　100.0％

事業資金の貸付

子会社管理に関
するマネジメン
ト委託

役員の兼任

資金の貸付 143,100
関係会社長期
貸付金

2,717,632

受取利息 25,201 長期未収利息 56,621

子 会 社
Asteria
Technology 
Pte.Ltd.

直接　100.0％

製品のサポート
及び製品開発並
びにライセンス
使用

役員の兼任

ライセンス
使用料等の
支払

349,795 買掛金 22,680

(1) １株当たり純資産額 301円32銭

(2) １株当たり当期純損失 △40円35銭

６. 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１. 各取引については、取引内容に基づき、双方協議のうえ決定しております。

２. 資金の貸付については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

３. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等

が含まれております。

７. 収益認識に関する注記

　（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）

　　　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　４．会

計方針に関する事項　(8)収益計上の基準」に同一の内容を記載しているため、記載を省略

しております。

８. １株当たり情報に関する注記

９. 重要な後発事象に関する注記

　　該当事項はありません。
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